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「これからのIT内部統制の実践知識修得」

コース
（日本版ＳＯＸ法対応 金融庁、経産省ガイドライン準拠版）
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－ 推進者・管理者向けコース -

提供：情報戦略モデル研究所

内部統制とIT統制の構築、実施において、

政府公表のガイドラインを有効に活用できる

能力を修得する。

コースの目標

◆日本版SOX法の位置づけが理解できる

◆内部統制とIT統制の意味を理解できる

◆IT内部統制で整備すべき事項を理解出来る

◆金融庁の実施基準と経産省のIT統制基準の考慮すべき

事項を理解出来る
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注記：テキストの右上に“★”がマークされているページは補足資料にその拡大図があります。
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第1章 内部統制とは

１．１ 内部統制が求められる背景

１．２ 日本版ＳＯＸ法の経緯

本版 法と新会社法
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１．３ 日本版SOX法と新会社法

１．４ 内部統制の目的と基本的要素

１．５ 日本版ＳＯＸ法における監査責任

１．１ 内部統制が求められる背景

粉飾決算による企業の
破綻や上場廃止が相次ぐ

株式市場の信用不安を招く

外国人持ち株
比率が向上

工場や販社の
海外進出が進む

企業の国際化が加速

日本企業を
取り巻く状況

企業会計の一層の
透明化が求められる

世界に通じる形で経営の
状況を説明する必要が生じる

日本企業への
要請

会計に関する動き 企業経営に関する動き
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『業務を適切に遂行し、適正な運営が誰にでも分かる仕組み
＝内部統制』の仕組みづくりが必須に！

日本版SOX法（通称）
財務報告（有価証券報告書など）に
誤りや不正が起きないよう、業務を
適切に遂行したことを証明できる

仕組みの確立を求める

新会社法（通称）
企業活動の業務全般を効率化し、法
律を遵守し、不正などを発生させない
ために必要となる企業としての方針
の決定や組織体制の整備を求める

日本における
内部統制の
法律・基準

日本の内部統制には日本版ＳＯＸ法と新会社法が関係する

出典：日経コンピュータ 2006/3/6号

１．２ 日本版SOX法の経緯

米
国S

O
X

法

２００１ ２００２ ２００４ ２００５ ２００６ ２００８

（２００１/12）

★
エンロン破綻

（２００２/6）

★
ワールドコム不正発覚

★
サーベンズオクスリー法成立

（２００２/7） （２００４/11） 米国株式公開企業に対し内部統制評価を開始

（２００６/7）

米国で株式公開する外国企業に対し内部統制評価を開始

（２００７/7）

米国中小企業に対し内部統制評価を開始

（２００４/12）★ 金融庁 内部統制評価基準の検討開始を明言

（２００５/７）★
金融庁 「財務報告に係る内部統制の評価及び

監査の基準」を公表
（２００8/４）

法律の施行★「金融商品取引法」成立（２００６/6/7)
（２００３/10）
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2008年4月、上場企業の連結決算を対象とした日本版ＳＯＸ法「金融商品取引法」が実施年度となった

日
本
版S

O
X

法

（金
融
庁
・経
産
省
）

新
会
社
法

（法
務
省
）

（２００5/6）
★ 新会社法可決 大会社に内部統制システム構築を義務化

（２００6/5/1） 新会社法施行

法律の施行★（ )

★ 金融庁「実施基準」（２００７/2/15））

★ 経産省「システム管理基準 追補版」（２００７/3/30）

（２００３/10）

★
西部鉄道の上場廃止 （２００５/4）

★
カネボウ粉飾（上場廃止）

★ 内閣府令「内部統制報告書形式」（２００７/5/17）

★ 公認会計士委員会「内部統制監査報告書形式」（２００７/7/18）

★経産省「 追補版 追加付録」（２００７/12/26）

★

（２００８/1/21） 経産省「SaaS向けSLAガイドライン★

★

（２００８/3/11） 金融庁「内部統制報告制度に
関する11の誤解」

（２００８/6/24）
金融庁「内部統制報告制度

に関するQ&A」

（１）内部統制に関する法整備

金融商品取引法

①証券取引法をベースに
金融先物取引法、投資顧問業法
など複数の金融関連法案を統合

②内部統制の規定
・上場企業は内部統制として管理

体制を整備 自 評価

会社法

①委員会等設置会社
商法特例法上の大会社

②大会社
資本金2億円以上又は負債の合計金額
が200億円以上の株式会社

１．３ 日本版SOX法と新会社法
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体制を整備・自己評価し、
・内部統制が適正に機能しているか

に付いての自己評価結果「内部
統制報告書」を決算時公表し、

・公認会計士又は監査法人の内部
統制監査を受け、

・監査結果が記載された「内部統制
監査報告書」も公表する

③内部統制の規定
大会社について、内部統制システム
（取締役の職務執行が法令・定款に
適合すること等、会社の業務を適正に
確保するための体制）の構築の
基本方針の決定を義務付け

内部統制

内部統制の仕組みづくりは両法律で義務化した。新会社法には監査規定は無く、罰則も基本的にはない

（２）日本版SOXと新会社法の対象企業

１．３ 日本版SOX法と新会社法

大会社
（資本金5億円以上又は

負債200億円以上の企業）

約10,000社

大会社
＋支配権の及ぶ子会社

約100,000社以上

新会社法ベースでの内部統制
構築・整備の義務化対象企業
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日本版ＳＯＸ法の適用は上場企業とその連結子会社＋持分適用関連会社で約50,000社（2006年6月時点）となる

証券取引法
適用企業

（有報発行企業）

約4,700社

有報発行企業
＋連結子会社

約60,000社

日本版SOXベースでの内部統制
構築・整備の義務化対象企業上場企業

＋連結子会社
＋持分適用関連会社

約50,000社

上場企業
（新興市場を含む）

約3,800社
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１．４ 内部統制の目的と基本的要素

（１）米国SOX法の全体像

（２）金融商品取引法（日本版SOX法）
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（３）COSOのフレームと日本版ＳＯＸ法

（４）日本版内部統制のフレームワーク

（１） 米国SOX法の全体像

サーベンズ・オクスリー法
（SOX法）

PCAOB
監査基準第2号

COSO
レポート

正式名称 上場企業会計改革
および投資家保護法

PCAOB監査基準第２号
「財務諸表監査に関連して実施され
る財務報告に係る内部統制の監査」

内部統制の統合的枠ぐみ

設定主体 米国議会 PCAOB（公開会社会計監視委員会） COSO（トレッドウェイ委員会組織委員会）

設定時期 2002年7月成立 2004年3月 公表（2004年6月SEC承認） 1992年 公表

SOX法
￭(101条）PCAOBを設置する
￭(103条）PCAOBが監査基準

PCAOB監査基準
第2号

PCAOB
の設置

CopyRight ISM-Research Co.LTD 11

COSO
レポート

相互関係

（注）COSO: Committee of Sponsoring Organizations of Treadway（監査人を監査する組織）

ＳＯＸ法はＰＣＡＯＢ監査基準第２号に準拠し、ＰＣＡＯＢはＣＯＳＯフレームワークを推奨している

出典：

￭(103条）PCAOBが監査基準
を公表する。

￭(302条）経営者内部統制を
維持する責任の表明を
義務付ける

￭(404条）独立監査人は、
PCAOB監査基準に準拠して
、経営者の評価を監査・
報告しなくてはならない。

￭(906条）違反した場合の
禁固刑又は罰金

第2号

￭13項.経営者の評価
は 適切なフレーム
ワークに基づかな
ければならない。

￭14項.COSOは適切
なフレームワーク
の１つ。

フレームワーク
の提供

の設置

監査基準
の提供

（２） 金融商品取引法（日本版SOX法）

２４条の４の４
「・・・第24条第1号に掲げる有価証券の
発行者である会社その他の政令で定める
ものは、事業年度ごとに、当該会社の属
する企業集団及び当該会社に係る財務計算
に関する書類その他の情報の適正を確保
するために必要なものとして内閣府令
で定める体制について、内閣府令で定める

１９３条の２の第２項
「金融商品取引所に上場されている有価証券
の発行会社その他のもので政令で定めるもの
が、第24条の４の４の規定に基づき提出する
内部統制報告書には、その者と特別の利害
関係のない公認会計士又は監査法人から
監査証明を受けなければならない。
ただし 監査証明を受けなくても公益又は

経営者の内部統制を義務付け 外部の監査人が監査することを義務付け
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ところにより評価した報告書（以下
「内部統制報告書」という）を有価証券
報告書と合わせて内閣総理大臣に提出し
なければならない」

ただし、監査証明を受けなくても公益又は
投資家保護に欠けることがないものとして
内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の
承認を受けた場合にはこの限りではない」

罰則規定(197条の2、207条）
￭重要事項に虚偽記載のある有価証券届出書等の提出

懲役：10年以下 罰金：個人1000万円以下、法人7億円以下
￭有価証券届出書等の不提出

懲役：5年以下 罰金：個人 500万円以下、法人5億円以下

経営者の内部統制義務付けと外部の監査人の監査義務付けがあり、罰則が強化された

出典：金融商品取引法（金融庁）

（３）COSOのフレームと日本版ＳＯＸ法
COSOレポート

統制環境
リスクの評価

統制活動
情報と伝達
モニタリング

内部統制の目的

１
業務の有効性 業務目的達成のために 無駄なく

NO 目的 説明

日本版SOX法
対応重点領域

内部統制の基本的要素

１ 統制環境

組織の気風を決定し、組織内の全ての
者の統制に対する意識に影響を与える
とともに、他の基本的要素の基礎となる
もの

NO 構成要素 説明

２
リスク評価と
対応

組織の目標達成に影響を与える全ての
リスクを識別、分析及び評価することに
よって、当該のリスクへの対応を行う
一連のプロセス

３ 統制活動
経営者との命令及び指示が適切に
実行されることを確保するために定める

内部統制の定義：
内部統制とは内部統制の目的
の達成のために、業務に組み
込まれ、組織内の全ての者に
よって遂行されるプロセス
である。
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１
業務の有効性
及び効率性

業務目的達成のために、無駄なく
有効かつ効率的に業務を遂行すること

２
財務報告の
信頼性

財務諸表や注記等に係る経営情報の
信頼性を確保すること

３
業務に係る
法令等の遵守
（コンプライアンス）

事業諸活動において法令、規範、倫理
、道徳を遵守すること

４ 資産の保全
株主からの預かりものである資産の
取得、使用、保管、処分を正確かつ
適切に行うこと

３ 統制活動 実行されることを確保するために定める
方針、手続及び実施

４ 情報と伝達
必要な情報が組織や関係者相互間に、
適切に伝えられることを確保すること

５
監視活動
（モニタリング）

内部統制の有効性を継続的に監視
及び評価するプロセス

６ ITへの対応
他の基本要素が有効かつ効率的に
機能するために、業務に組み込まれ
る一連のＩＴを活用すること

ここを
対応

日本版内部統制で追加

ＣＯＳＯレポートは内部統制の目的と基本構成要素を規定。日本版内部統制はＣＯＳＯの項目に追加した

（４）日本版内部統制のフレームワーク

１
業務の有効性
及び効率性

事業活動の目的達成のため、
業務の有効性及び効率性を
高めること

２
財務報告の
信頼性

財務諸表及び財務諸表に重要な
影響を及ぼす可能性のある情報
の信頼性を確保すること

・トヨタの生産プロセスを効率化していく「改善活動」は業務の
効率性と品質向上を目的とした内部統制である。

・一般の製造業における不良品の低減や歩留まり率の向上
活動も業務の有効性を高める内部統制である。

目的 定義 例示

企業はステイクホルダーに対し財務状態及び経営成績に
関する情報を報告、開示することは資本主義の根幹を支える
活動である。
内部統制はこの活動を正しく行うことを意図して構築された

（4-１）内部統制の目的
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の信頼性を確保すること

３
業務に係る
法令等の遵守
（コンプライアンス）

事業活動に係る法令その他の
規範の遵守を促進すること

４ 資産の保全

資産の取得、使用及び処分が
正当な手続及び承認の下に
行われるよう資産の保全を
図ること

内部統制は の活動を正しく行う とを意図して構築された
仕組みをいう。

経営者は従業員に対して「法令や規範等の社会的なルール
を守るように」伝えるだけでなく、教育を通じて法令遵守の
実効性を高める仕組みを構築する責任がある。

企業は生産設備などの有形固定資産だけでなく、生産技術や
デザインといった知的財産権も含めた資産の保全を図り
仕組みを作り上げる責任がある。
知的財産権とは人間の精神的な創作や産業活動における
発明などに関する権利であり、著作権や特許権も知的財産権
の一部である。

日本版ＳＯＸ法の目的は内部統制の「財務報告の信頼性」にあり、そのための基本的要素の整備が求められる

（４）日本版内部統制のフレームワーク

１ 統制環境
組織の気風を決定し、組織内の全ての者の統制に対する
意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎
となる環境をいう

２
リスク評価と
対応

組織の目標達成に影響を与える全てのリスクを識別、
分析及び評価することによって、当該のリスクへの対応
を行う一連のプロセスをいう

統制活動
経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保

(4-2）内部統制の基本的要素

基本的要素 解説
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３ 統制活動
経営者の命令及び指示が適切に実行されることを確保
するために定める方針、手続及び実施

４ 情報と伝達
必要な情報が組織や関係者相互間に、適切に伝えられる
ことを確保すること

５ モニタリング
内部統制の有効性を継続的に監視及び評価するプロセス
をいう

６ ITへの対応
他の基本要素が有効かつ効率的に機能するために、
業務に組み込み一連のＩＴを活用し、統制すること

日本版内部統制の基本的要素を実践するには「ＩＴへの対応」が重要と判断した

１．５ 日本版SOX法における監査責任

（１） 日本版SOX法における監査制度の違い

（２） 財務アサーション
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（３） 内部統制の役割と責任

（１）日本版SOX法における監査制度の違い

内部統制
構築・整備

評価
内部統制
構築・整備

内部統制
社内評価

内部統制
社内評価
を検証

会社内部 監査法人 会社内部 監査法人

現行制度 日本版SOX法施行後

② ② ③

日本版SOX法施行後の外部報告

その１
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財務諸表
作成

財務諸表
監査

財務諸表
作成

財務諸表
監査

③

① ④ ①

④

⑤

日本版ＳＯＸ法では経営者による内部統制と報告責任が義務付けられた

（１）日本版SOX法における監査制度の違い

１ アプローチの方法

トップダウン型リスク重視アプローチ
「全社的な内部統制」の評価を行い
重大なリスクに着目し「業務プロセス
に関わる内部統制」を評価

２
ダイレクト

レポ ティング

不採用
（外部監査は、経営者からの内部統制

日本版SOX法
米国SOX法

（PCAOB監査基準 第2号）

(1-2)財務報告における日本版SOX法の基準

適正な財務諸表の開示とそれを保証
する仕組みすべてを対象とする

採用
（外部監査は、内部監査と同様に直接

その２
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・レポーティング 報告を直接監査しない）

３ 不備の区分
２段階
（重要な欠陥、不備）

４ 監査の独立性

緩い
（財務諸表監査と同一の監査人が

内部統制監査を実施し、財務諸表
監査報告書と内部統制監査報告書
を一体で作成）

日本版ＳＯＸ法は経営責任を強化し、監査の負担を軽減している

現場を監査して報告書を作る）

３段階
（重要な欠陥、重大な不備、軽微な

不備）

厳格
（財務諸表監査と内部統制監査は
別法人が実施する。また、それぞれの
監査会社を監査する上位機関を設置し、
互いは監査以外の取引があってはなら
ない）
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（２）財務アサーション

実在性
資産および負債が実際に存在し、取引や会計事象が実際に発生していること
(例）貸借対照表に計上されている製品は販売可能の状態で実在している

網羅性
計上すべき資産、負債、取引や会計事象を全て記録していること
(例）全ての商品購入が漏れなく記録され財務諸表に反映されている

評価の妥当性
資産及び負債を適切な価額で計上していること
(例）市場性のある有価証券（株など）は公正価値による評価を行っている

期間配分の適切性
取引や会計事象を適切な金額で記録し 収益および費用を適切な期間に配分していること

CopyRight ISM-Research Co.LTD 19

期間配分の適切性
取引や会計事象を適切な金額で記録し、収益および費用を適切な期間に配分していること
(例）固定資産は取得原価で記帳され、規則的に償却されている

権利と義務の帰属
計上されている資産に対する権利および負債に関する義務が企業に帰属していること
(例）リース資産として計上された金額は当該資産に対する権利の対価である

表示の妥当性
財務諸表において項目が適切に分類され、表記され、公表されていること
(例）流動負債に分類された借入金は一年以内に決済される

出典：「独立行政法人に対する会計監査に係る報告書」（財政制度等審議会）

財務アサーションの遵守することが日本版ＳＯＸ法に沿うことになる

（３）内部統制の役割と責任

①経営者

②取締役会③監査役(会）

監督

権限委譲、

監
査
役
に
よ
る
監
督

モニタリング指示

①経営者
内部統制の整備・運用の最終責任者。
特に統制環境等の決定への大きな
影響力を行使

②取締役会
整備・運用の基本方針の決定及び
整備及び運用の監督責任

③監査役又は監査委員会
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⑤管理者

⑤担当者

④内部監査人

権限委譲、
業務執行の監督等

権限委譲、
業務執行の監督等

有
効
性
監
査

③監査役又は監査委員会
独立した立場から、整備・運用状況を
監視・検証・報告する役割と責任

④内部監査人
内部統制の整備及び運用の状況を
検討・評価・改善を図る職務

⑤組織内のその他の者
自らの業務とその関連において
一定の役割を担っている

内部統制は全社での役割分担の管理活動であり、内部監査人の独立が求められる

実施監督業務実施の監査業務

第1章のまとめクイズ

問題１：日本版SOX法（金融商品取引法）は、

上場企業および（ ① ）＋（ ② ）が対象である。

問題2：金融商品取引法は、（ ③ ）の内部統制義務付けと外部の監査人の監査義務付けがあり、（④ ）

が強化された。

問題3：日本版ＳＯＸ法の目的は内部統制の（ ⑤ ）にあり、そのための（ ⑥ ）の整備が求

められる
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められる

問題4：日本版内部統制では基本的要素を実践するに必要な（ ⑦ ）を追加し、6項目の要素とした。

問題5：米国SOX法に対比して、日本版SOX法の特徴は（ ⑧ ）、（ ⑨ ）の不採用、

不備の区分（2区分）、監査の独立性（緩い）がある。

問題6：日本版ＳＯＸ法では、（ ⑩ ）の遵守することが必須の要件となる。

第２章 ＩＴ内部統制の構造

２．１ 財務報告とアプリケーションシステムの関係

２．２ ＩＴ統制の構造
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統制 構造

２．３ ＩＴ統制と各標準の関係

２．１ 財務報告とアプリケーションシステムの関係

（１）財務報告とアプリケーションシステムの関係
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（２）評価範囲の決定と対象となるＩＴの把握

（１） 財務報告とアプリケーションシステムの関係

財務情報

購買管理
システム

生産管理
システム

物流
システム

販売管理
システム

財務会計
（単体決算）

財務情報

購買管理
システム

生産管理
システム

物流
システム

販売管理
システム

人事管理
システム

固定資産管理

システム
手形管理
システム

資金管理
システム

財務会計
（単体決算）

システム

連結決算
システム

財務報告書
作成

連結子会社
Ａ社

有価証券報告書
提出会社Ｐ社
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財務情報

人事管理
システム

固定資産管理

システム
手形管理
システム

資金管理
システム

システム

財務情報

購買管理
システム

生産管理
システム

物流
システム

販売管理
システム

人事管理
システム

固定資産管理

システム
手形管理
システム

資金管理
システム

財務会計
（単体決算）

システム

システム
システム

持分法適用
関連会社Ｂ社

財務情報の流れ

親企業は連結子会社、持分法適用関連会社を含めた連結決算による財務報告書作成システムのIT統制が求められる

出典：「システム管理基準 追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」」（経済産業省）

（２）評価範囲の決定と対象となるＩＴの把握

Ｄ社Ｃ社Ｂ社

Ｐ社

売上 物流 仕入

Ａ社

100% 0% 0% 0%

0%

事業拠点

業務プロセス

％ ：連結グループ外への売上高
← ：システム間の情報の流れ
・・・：ＩＴ基盤の利用
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販売

データ
センター

在庫管理 購買

データ
センター

業務

アプリケーション
・システム

ＩＴ基盤

事業拠点の組織区分と業務プロセスが一致しない場合でも重要業務プロセスおよび関係するＩＴ基盤は評価対象である

出典：「システム管理基準 追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」」（経済産業省）

２．２ ＩＴ統制の構造

（１）内部統制におけるＩＴの統制分野

（２）IT統制の要件
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（２）IT統制の要件

（３）IT内部統制の構造

（１）内部統制におけるＩＴの統制分野

業務プロセスに係る
内部統制

全社的な内部統制

IT全社的統制
（企業全体のITに係る方針・計画・手続等）

財務報告（財務諸表および財務諸表の信頼性
に重要な影響を及ぼす開示事項）

業務プロセス
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ＩＴ統制分野は全社的な内部統制に対する「IT全社的統制」、業務プロセスを統制するための「IT業務処理統制」、
「IT業務処理統制」を支える「IT全般統制」からなる

出典：「システム管理基準 追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」」（経済産業省）

内部統制

購買
管理

システム

アプリケーション・システム

連結決算
システム

一般会計
システム

生産
管理

システム

物流
システム

販売
管理

システム

人事
管理

システム

IT基盤
（ハードウエア、オペレーティング・システム、

ネットワーク、データベース）

IT業務処理統制
・入力情報の信頼性（完全性、正確性、正当性）

を確保
・例外処理（エラー）の修正と再処理
・マスタ・データの維持管理
・システムの利用に関する認証、アクセスの管理

IT全般統制
・ITの開発、保守に係る管理
・システムの運用、管理
・内外からのアクセス管理
・外部委託に関する契約の管理

統制

統制
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（２）IT統制の要件

IT統制の種類 目的 統制項目

IT全社的

統制

企業集団全体のＩＴを健全に維
持・監督するために構築する。

内部統制の基本的要素に対す
るＩＴの統制方針と統制である

ａ．ＩＴに関する基本方針の作成と明示（統制環境）

ｂ．ＩＴに関するリスクの評価と対応（リスクの評価と対応）

ｃ．統制手続の整備と周知（統制活動）

ｄ．情報伝達の体制と仕組みの整備（情報と伝達）

ｅ．全社的な実施状況の確認（モニタリング）

IT全般統制 ＩＴ全般統制とは財務報告に関
連する業務プロセスにおける情
報の信頼性を保証するための

ａ．ＩＴの開発、保守に係る管理

ｂ．システムの運用・管理

内外からのアクセス管理等のシステムの安全確保
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ＩＴ統制はＩＴ全社的統制のもとで、ＩＴ全般統制とＩＴ業務処理統制の統制項目を整備することが求められる

報の信頼性を保証するための
「プログラム」と「データ」の信頼
を確保するための統制である。

ｃ．内外からのアクセス管理等のシステムの安全確保

ｄ．外部委託に関する契約の管理

IT業務処理

統制

ＩＴにおいて承認された業務が
全て正確に処理、記録されるこ
とを確保するために業務プロセ
スに組み込まれた内部統制の
ことである

ａ．入力情報の信頼性を確保する統制

ｂ．出力情報の信頼性を確保する統制

ｃ．データの維持管理信頼性を確保する統制

ｄ．スプレッドシート など

出典：「システム管理基準 追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」（経済産業省）

（３）IT内部統制の構造

全社的な内部統制内
部
統
制

業務プロセスに係る
内部統制

IT

内
部
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IT全般統制

IT

統
制

IT業務処理統制

ＩＴ全社的統制

IT内部統制とは業務プロセスの内部統制に加え、ITを活用することでIT業務プロセスに関するIT統制が必要になる

部
統
制

２．３ ＩＴ統制と各標準の関係

（１）日本のIT統制ガイドの位置づけ

（２）ＩＴ統制と各標準の関係

（３）「システム管理基準 追補版」のIT統制分野
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（４）「システム管理基準 追補版」
とシステム管理基準の関係

（５）「追補版」項目とシステム管理基準

（６）システム管理基準の管理項目

（１）日本のIT統制ガイドの位置づけ

財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準（金融庁）

企業改革法遵守のための
IT統制目標 (第２版）
（ITガバナンス協会）

COBIT（第４版）
（ITガバナンス協会）

システム管理基準
（経済産業省）

全ての関係者
に係わる手引

書

内部統制全体の理解のた
めの手引書

内部監査人や会
計監査人にとって

の手引書

（注） は参照されている方向を表しています。

COSOレポート
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日本版SOX法対応では、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」（金融庁）と
「システム管理基準 追補版」（経済産業省）の遵守が必須事項となる

監査に関する実施基準（金融庁）

システム管理基準 追補版
（経済産業省）

IT委員会報告第３号
（日本公認会計士協会）

情報セキュリティ監理基準（経済産業省）
、JISQ27002（、日本工業規格）

ISO/IEC20000（ISO/IEC）
、ITIL（英国商務局）

（経済産業省）

IT統制の
実践ガイド

IT統制向けガイド

（２）ＩＴ統制と各標準の関係

内部統制（「実施基準」 金融庁）

日本版SOX法

「システム管理基準 追補版」によるIT管理プロセス

情報戦略・企画 開発と保守 運用 モニタリング
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方針規定
レベル

業務管理規定
レベル

作業規定
レベル

「システム管理基準 追補版」

ISMS
（JISQ27000ｓ）

ITIL
（ISO20000）

CMMI

各社の実態に合った手順・役割を設定
作業手順書、

様式、台帳など

ルール・基準類

規定類

「システム管理基準 追補版」はＩＴ統制の方針・管理項目等の上位レベル規定、ＩＳＭＳやＩＴＩＬは
下位レベルの実施事項の規定で活用する

Ｉ
Ｔ
統
制
の
レ
ベ
ル

方針書

（３）「システム管理基準 追補版」のIT統制分野

統制分野 統制分野

IT全社的

統制

（１）ITに関する基本方針の作成と明示（統制環境）

（２）ITに関するリスクの評価と対応（リスクの評価と対応）

（３）ＩＴ利用と統制（統制活動）

（４）情報伝達の体制と仕組みの整備（情報と伝達）

（５）全社的な実施状況の確認（モニタリングへ）

IT全般

統制

（１）情報システムソフトウエアの開発・調達 （３）内外からのアクセス管理等のシステムの安全性の確保

①システムの開発・調達 ①情報セキュリティフレームワーク

②IT基盤の構築 ②アクセス管理等のセキュリティ対策

③変更管理 ③情報セキュリティインシデント（事故）の管理

④テスト

★
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⑤開発・保守に関する手続の策定と保守

（２）システムの運用・管理 （４）委託先の管理

①運用・管理 ①委託先との契約

②構成管理 ②委託先とのサービスレベルの定義と管理

③データ管理

IT業務

処理統制

（１）入力管理（入力統制）/データ管理（データ維持統制）/出力管理（処理統制）

（２）スプレッドシート等

（３）ＩＴ業務処理統制のリスクコントロールマトリクスについて

モニタ

リング

（１）日常的モニタリング

（２）独立的モニタリング（内部鑑査部門等による監視体制）

①IT全社的統制のモニタリング

②IT全般統制のモニタリング

③IT業務処理統制のモニタリング

「追補版」では、IT統制分野ごとに統制分野を規定した

出典：「システム管理基準 追補版（財務報告に係る IT 統制ガイダンス）」」（経済産業省）

（４）「システム管理基準 追補版」とシステム管理基準の関係

（１）「ITに関する基本方針の作成と明示（統制環境）」における例

【統制に関する指針】
企業には、IT環境を適切に理解し、組織のITに関する戦略、計画、予算等の策定により基本方針
を明示するとともに、人材の採用、育成により、ITを活用する体制を整備することが望まれており、
その整備に責任を持つのは経営者である。 ⇒（実施基準 Ⅱ（参考１）ITへの対応）

統制環境の中でITに関連する事項の例としては、次のものが挙げられる。
（ア）経営者のIT に対する関心 、考え方
（イ）ITに関する戦略、計画、予算等の策定および体制の整備
（ウ）組織の構成員のITに関する基本的な知識や活用する能力
（エ）ITに係る教育、研修に関する方針 ⇒（実施基準 Ⅰ．２（６） ② ロ ITへの対応イ）

【統制目標の例】
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IT統制の統制目標を策定する基礎データは「実施基準」に従い、システム管理基準の管理項目を参考にしている

【統制目標の例】

2-(1)-① 経営者が財務報告書に関連したITへの対応について戦略・計画を定めること。

⇒（システム管理基準 I情報１．１（１）～（２）、I情報１．１（４）、I情報１．３（１）、I情報１．４（１））

2-(1)-② ITに関する方針や計画決定のための全社的な組織が設けられ、有効に運営されていること

⇒ （システム管理基準 Ⅰ情報１．１（１）、I情報２．１（１））

2-(1)-③ ITに関する業務の役割分担、責任及び権限が明確になっていること

⇒ （システム管理基準 Ⅳ共通 ４．２（１）～（３）、Ⅰ情報２．２（１）～（２））

2-(1)-④ ITに関連する業務に携わるIT部門及びユーザー部門の人材の採用・育成及び教育訓練が適切に行
われていること ⇒ （システム管理基準 Ⅳ共通 ４．３（１）～（３））

2-(1)-⑤ 情報セキュリティの基本方針を定めていること ⇒ （システム管理基準 Ⅰ情報１．１（６） ）

（５）「追補版」項目とシステム管理基準

I
T
全
社
的

統
制

I
T
全
般
統
制

I
T
業
務
処
理
統

制

情
報
戦
略

企
画
業
務

開
発
業
務

運
用
業
務

保
守
業
務

共
通
業
務

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

●

● ①システムの開発・調達 ●

● ②IT基盤の構築 ●

● ③変更管理 ● ●

● ④テスト ●

● ⑤開発・保守に関する手続の策定と保守 ●

情
報
セ
キ

ュ
リ
テ

ィ

管
理
基
準

情報戦略・計画

開発と保守
（５）全社的な実施状況の確認（モニタリングへ）

（１）情報システムソフトウエアの開発・調達

システム管理基準

（１）ITに関する基本方針の作成と明示（統制環境）

「システム監査基準　追補版」統制項目　

（２）ITに関するリスクの評価と対応（リスクの評価と対応）
（３）ＩＴ利用と統制（統制活動）
（４）情報の伝達の体制と仕組の整備（情報と伝達）

★
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「追補版」の統制分野の統制項目はシステム管理基準と情報セキュリティ管理基準を参考に設定されている

●

● ①運用・管理 ●

● ②構成管理 ●

● ③データ管理 ●

●

● ①情報セキュリティフレームワーク ●

● ②アクセス管理等のセキュリティ対策 ●

● ③情報セキュリティインシデント（事故）の管理 ●

● （４）委託先の管理
● ①委託先との契約 ● ●

● ②委託先とのサービスレベルの定義と管理
● （５）入力管理（入力統制） ●

● （６） データ管理（処理統制） ●

● （７）出力管理（出力統制） ●

● （８）スプレッドシート等
● （９）ＩＴ業務処理統制のリスクコントロールマトリクスについて

● ● （１）日常的モニタリング
● ● ● （２）独立的モニタリング（内部鑑査部門等による監視体制）
● ①IT全社的統制のモニタリング ●

● ②IT全般統制のモニタリング ● ●

● ③IT業務処理統制のモニタリング ●

モニタリング

運用
（２）システムの運用・管理

３）内外からのアクセス管理等のシステムの安全性の確保 　


